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議 長 

 

事務局長 

 

 皆様、おはようございます。 

 本日は、委員の皆様方、推進委員の皆様、公私とも大変お忙しいところ総会にご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 初めに、欠席の届出ですが、９番、齊藤亘委員、１０番、伊藤又エ門委員、１８番、

佐藤吉男委員から出ております。 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第２２回大仙市農業委員会総会を

開催いたします。 

                                                    (午前１０時 開会) 

 

 会長からご挨拶がございます。 

 

（会長挨拶） 
 
 ありがとうございました。 

 会議に先立ちまして、出席委員数をご報告させていただきます。ただいまの出席者

は２１名となっております。会議規則第９条の規定による定足数に達しており、本総

会は成立していることをご報告申し上げます。 

 次に、前回２月９日総会から本日までの主な業務報告につきまして、お手元に配付

しております第２２回総会までの業務報告書をご覧願います。 

 はじめに、２月９日ですが、第２１回農業委員会総会を委員１９名、推進委員９名

の出席をいただき、ここ神岡農村環境改善センターにおいて開催しております。 

 ２月１６日には、大仙市農業委員会農政専門委員会を会長ほか委員１０名の出席を

いただき、午前１０時から神岡庁舎２階情報活動室で開催しております。農作業標準

賃金・料金についてご協議いただいております。 

 同じく２月１６日の午後２時からは、農地専門委員会を会長ほか委員１１名の出席

をいただき、同じく神岡庁舎２階情報活動室で開催しております。農地賃借料情報に

ついてご協議いただいております。 

 なお、専門委員会の協議内容につきましては、本日の総会議案に報告案件として提

案されておりますので、後ほど両委員長から報告をいただくこととしております。 

 次に、翌１７日には、広報専門委員会を会長職務代理者ほか委員６名の出席をいた

だき、神岡庁舎２階情報活動室で開催しております。４月１日発行の「農業委員会だ

より」第２２号に掲載する内容につきましてご協議いただいております。 

 その他につきましては資料のとおりとなっておりますので、後ほどご確認いただき

たいと思います。 

 それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長にお願いいたしま

す。 

 
 本日の会議を開催します。 

 初めに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異議

ございませんか。 

（異議なしの声） 
 

 異議なしと認め、２３番、信田浩則委員、１番、菅原太郎委員の両名を議事録署

名委員に指名いたします。 

 

 議案第１号の「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

 
 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
   農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
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議 長 

 

参 与 

   令和４年３月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 事務局の説明を求めます。 
 

 

 ３ページ、３番をご覧ください。 

 農地の所在は、協和船岡○○○○○、地目が田、面積○○平方メートル外、田２筆、合計、田３筆、

面積○○○○○平方メートルです。 

 売買による所有権移転の案件です。 

 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、８３歳です。 

 譲受人は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、４８歳です。 

 売買価格は総額○○万円、１０アールに割り返しますと○○○○○○○○円になります。 

 申請理由につきましては、譲受人の○○さんは、申請農地の隣にある、主に金属のメッキ加工を行

っている○○○○○○○○○○○○○をしております。 

 以前より○○さんは農業に興味があったということで、現在、会社の近隣にある耕作放棄地を営農

の上、エゴマの栽培を行っており、エゴマ油などの加工品を生産しております。譲渡人の○○さんか

らも同様に農地を借り受けておりますが、今回、高齢のこともあり処分したいとの申出があり、売買

に至ったものです。 

 なお、売買契約につきましては、農地の復旧に係る経費があることから低くなっております。 
 

１７ページ、１７番をご覧ください。 

 農地の所在は、大仙市清水○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メートル、１筆です。 

 新規の使用貸借権の設定になります。 

 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、２９歳。 

 譲受人は、○○○○○○○○さん、２６歳です。 

 理由といたしまして、○○○○さんと○○○○さんは兄弟で、世帯は同じです。○○さんは今年３

月に○○○○○○○○○○○○○○、その後、認定新規就農者の申請をする予定となっております。

自身での農業経営の要件があることから、○○さんから○○さん所有の農地を試行的に１年間、３条

の使用貸借により借り受けるものです。 

 なお、当該農地には、枝豆を作付する予定となっており、来年度以降は、今後の経営規模の拡大を

見据えて、改めて借り受ける農地の見直しをしたいと伺っております。 

 

 １７ページ、１８ページ、１８番の説明をいたします。 

 農地の所在は、大仙市太田町川口○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メートル外、

田４筆、計５筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

 贈与による所有権移転です。 

 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６７歳です。 

 譲受人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、５４歳です。 

 申出理由といたしまして、譲渡人と譲受人は親戚関係になります。 

 申請農地は、○○さんの先代が○○さんの先代の家から分家する際に贈与された農地ですが、これ

まで○○さんが賃貸借契約により耕作しておりました。○○さんは、○○○○○○、今後も耕作する

意志はないことから、今回、農地を戻す意味で、贈与により処分したいと考え、○○さんがこれに応

じてくれたものです。 

 続きまして、１８ページ、１９ページの２０番の説明をいたします。 

 農地の所在は、大仙市太田町国見○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メートル外、

田１３筆、畑２筆、計１６筆、合計面積○○○○○○○○○○平方メートルです。 

 新規の使用貸借権の設定です。 

 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、６１歳です。 
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 借受人は、○○○○○○○○さん、３２歳です。 

 申出理由といたしまして、○○○○○さんと○○さんは親子です。借受人の○○さんは、○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○、今年４月に新規就農する予定となっております。 

 今後の経営計画では、ネギを○ヘクタール、トマトやキュウリ、ニンニクなどの野菜を○○アール

栽培する予定です。農業機械については、トラクターを集落の機械利用組合から借り受けることで協

議を済ませていると伺っております。また、令和４年度に国の事業を活用し、今後、ネギの収穫機を

導入する計画もあり、事業採択要件より、このたび１０年間の使用貸借権を設定するものであります。 

 なお、使用貸借権の設定期間は１０年です。 

 

 私からは、その他の案件につきましてご説明いたします。 

 議案第１号につきましては、ただいま説明いたしました４件のほかに、有償所有権移転１件、無償

所有権移転３件、賃貸借権設定の新規３件、使用貸借権設定の更新１１件がございます。 

 ２２ページから２３ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。 

 農地法第３条第２項各号には該当しない旨記載したもので、結果、全て許可要件を満たしているも

のと考えます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました 
 これより質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 
 

質疑ないようですので、これより採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり許可することに決定しました。 

 
 次に、議案第２号の「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 
   農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和４年３月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 

 
 事務局の説明を求めます。 
 

 

 ２４ページ、１番をご覧ください。 

 位置図及び配置図につきましては、資料の１、２ページをご覧ください。 

 なお、この案件は、この後ご説明いたします議案第３号１番と関連がございます 

 転用する農地は、角間川町○○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、田１筆、計

２筆、合計面積○○○平方メートルです。 

 申請人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○さんです。 

 申請理由につきまして、昨年５月に火災により自宅が焼失してしまったことから、息子夫婦と共同

で農家住宅の新築を計画したものです。こちら息子夫婦に使用貸借いたしますが、建物は○○さんと

息子夫婦の３人の名義となるため、○○さんの持分があることから、農地法第４条の申請をしたもの

です。 
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 許可基準における立地基準につきましては、申請地の周辺は宅地化が進んでいることから、農地法

施行規則第４５条第１号に規定される第２種農地に分類されると考えられます。第２種農地は、転用

の目的などを勘案して、周辺に代わりになる農地がない場合には許可できることとなっております。

また、この住宅は、集落に接続して設置されることから、第１種農地の許可基準である農地法施行規

則第３３条第４項に該当することから、立地基準を満たしているものと判断いたしました。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

いたしました。 

 

議 長 

 

 

 

 

髙橋委員 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 事務局の説明が終わりました。 
 これより現地調査された委員から補足説明がありましたらお願いします。 
 案件１番についてお願いします。 

 
 
 １３番の髙橋です。 
 ３月１日、まだ雪が多かったんですが、現地を確認してきました。資料でも分かる

ように、住宅エリアは公共施設に囲まれた中にある農地ですので、事務局の説明のと

おり、問題ないものと確認してきました。よろしくお願いします。 
 
 事務局。 

 
 現地調査、大変ありがとうございました。 
 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
 

 質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 

 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 

 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり許可することに決定しました。 
 
 次に、議案第３号の「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
 
 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 
   農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 

   令和４年３月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 事務局の説明を求めます。 

 

 

 ２５ページ、１番をご覧ください。 

 位置図及び配置図につきましては、資料の１、２ページをご覧ください。 

 議案第２号１番と関連がございます。 

 転用する農地は、角間川町○○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、田１筆、計
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２筆、合計面積○○○平方メートルです。 
 使用貸借権の設定です。 
 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん。 

 借受人は、○○○○○○○さん外１名です。 

 申請理由につきまして、議案第２号１番と同様に、農家住宅の新築で、土地の使用貸借と○○さん

夫婦の建物持分について、農地法第５条の申請をするものです。 

 なお、詳細につきましては、先ほどのご説明と同様のため、省略させていただきます。 

 許可基準における立地基準、一般基準につきまして、議案第２号と同じく、許可要件を満たしてい

るものと判断いたしました。 

 

 次に、２番をご説明します。 

 資料は、３ページ、４ページとなります。 

 転用する農地は、長野○○○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル、１筆です。 
 売買による所有権の移転です。 
 譲渡人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

 譲受人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○、○○○○○、○○○さんです。 

 申請理由につきまして、譲受会社は建設業を営んでおり、事業拡大のため、従業員用駐車場の設置

と既存の資材置場の拡張を計画したものであります。 

 売買価格は、総額○○○円、１平方メートル当たりに割り返しますと約○○○円になります。 

 農地転用の許可基準における立地基準につきましては、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団

の農地の区域内にあることから、第１種農地に区分されます。第１種農地は、原則許可できませんが、

この駐車場と資材置場は、業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであることから、農

地法施行規則第３３条第４項により、立地基準を満たしているものと判断いたしました。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

いたしました。 

 なお、この案件は、本年１月７日開催の第２０回農業委員会総会で農振除外案件として同意いただ

いております。 

 

 続きまして、３番をご覧ください。 

 位置図及び平面図については、資料の５ページと６ページをご覧ください。 

 転用する農地は、協和峰吉川○○○○○○○○○、地目が畑、面積は○○○平方メートル、１筆で

す。 
 賃貸借による一時転用の案件です。 
 貸付人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

 借受人は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○、○○○○○、○○○○さんで

す。 

 転用理由といたしまして、借受会社は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○のため、仮設通用路が必要なことから、申請地を借り受けて一時転用するものです。 

 この案件は、昨年６月の総会において一時転用の許可を受けましたが、雪の影響などにより、工事

期間が延長となったため、改めて申請があったものです。 

 設定期間は、許可日から４月１５日まで。 

 賃借料は、１平米当たり○○円となっております。 

 許可基準における立地基準については、申請地は農業地区域内の農地であることから、原則許可で

きませんが、この仮設通用路は、一時的な転用であることから、許可要件を満たしているものと判断

しました。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

いたしました。 

 

議 長 

 

 事務局の説明が終わりました 
 これより現地調査された委員から補足説明をお願いいたします。 
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髙橋委員 

 

 

議 長 

 

 

玉井委員 

 

 

 

議 長 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 案件１番についてお願いします。 
 
 １３番、髙橋です。 

 先ほど説明の４条の案件と同じですので、よろしくお願いします。 
 
 ありがとうございます。 
 案件２番についてお願いします。 

 
 ２番、玉井です。 
 先月の２８日に現地のほうを確認してきました。事務局の説明のとおり、問題ない

ことを確認してきましたので、よろしくご審議をお願いします。 

 
 ありがとうございます。 
 案件３番についてお願いします。 
 

 １９番、鈴木です。 
 ただいま事務局より説明ありましたけれども、この案件は、昨年の６月に許可を受

けたものでございます。雪のせい等で工期延長がなされたということで、再び申請を

出すというものでございます。何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
 ありがとうございます。 
 

 現地調査、大変ありがとうございました。 
 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
 
 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 

 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、本案件は原案のとおり許可することに決定しました。 
 
 次に、議案第４号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」を議題とします。 

 
 議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 
   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計 
  画の決定について意見を求める 

   令和４年３月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 議案第４号の案件１０番を議題とします。 

 本案件は○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により、

○○委員の退席を求めます。 
（渡邊委員 退席） 
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議 長 

 

参 与 

 
 事務局の説明を求めます。 
 

 

 ３０ページの１０番について説明いたします。 

 利用権を設定する農地は、大仙市大曲西根○○○○○○○○○、地目は田、面積○○○○○平方メ

ートル外、田９筆、計１０筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

 利用権設定期間の満了に伴う更新です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○

さんです。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○、○○○○、○

○○○さんです。 

 期間は３年、賃借料は１０アール当たり○○○○○○○円です。 

 ただいま説明した案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満た

しているものと考えられます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 

 ないようですので、これより採決いたします。 

 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 
 ○○番、○○委員の入場を求めます。 
（○○委員 入場） 
 

 次に、議案第４号の案件１２番を議題とします。 
 本案件は○番、○○○○○委員、○○番、○○○○委員の関係議案につき、会議規

則第２８条の規定により、○○委員及び○○委員の退席を求めます。 
（○○委員、○○委員 退席） 

 
事務局の説明を求めます。 
 

 

 ３１ページ、１２番をご説明します。 

 利用権を設定する農地は、長野○○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、田１筆、

計２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 新規の賃貸権設定です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○、○○○○、○○

○○さんです。 

 設定期間は５年で、１０アール当たりの賃借料は○○円です。 

 申出理由といたしまして、当該農地は○○○○○さんが耕作しておりましたが、○○さんの父が代

表理事を務める○○○○○○○○○が経営規模拡大を目指していることから、○○さんから○○○に
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受け手を変更したいと考え、○○さんに相談したところ、○○さんがこれに了承してくれたものです。 

 なお、この案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと思われ

ます。よろしくご審議くだいますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 ○○番、○○委員の入場を求めます。 
（○○委員 入場） 
 
 次に、議案第４号の案件１３番と１４番を議題とします。 

 本案件は○番、○○○○○委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により、

引き続き○○委員の退席を求めます。 
（○○委員 退席） 
 

事務局の説明を求めます。 
 

 

 ３１ページから３２ページの１３番をご説明します。 

 利用権を設定する農地は、鑓見内○○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平方メートル外、

田５筆、計６筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

 新規の賃貸権設定です。 

 利用権の設定をする方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○、○○○○、○○

○○さんです。 

 設定期間は２年で、１０アール当たりの賃借料は○○○○○○○円です。 

 申出理由といたしまして、○○○さんは経営規模縮小を考え、知人である○○○○○○○○○の○

○○○である○○○○さんに相談したところ、○○さんがこれに応じたものであります。 

 続いて、１４番をご説明します。 

 利用権を設定する農地は、北長野○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、田１筆、

計２筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 期間満了に伴う利用権設定の更新で、利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○、○○

○○さん。 

 利用権の設定を受ける方は、１３番と同じ○○○○○○○○○さんです。 

 設定期間は３年で、１０アール当たりの賃借料は○○円となっております。 

 なお、２案件ともに、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと思わ

れます。よろしくご審議くだいますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

参 与 

（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 

 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 
 ○番、○○委員の入場を求めます。 
（○○委員 入場） 
 

 次に、議案第４号、案件１番から９番及び１５番から１６７番までを議題とします。 
 
 事務局の説明を求めます。 
 

 

 ２６ページの１番を説明いたします。 

 所有権を移転する農地は、大仙市大曲西根○○○○○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平

方メートルです。 

 所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん。 

 所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

 売買価格は１０アール当たり○○○円、総額○○○○○○○○○円です。 

 申請理由といたしまして、当該農地は、○○さんの耕作地から離れた場所にあり不便を感じており

ました。そこで、近隣を耕作する○○さんに相談したところ、話がまとまり、売買に至ったものです。 

 なお、価格が高く設定されておりますが、これは○○さんが以前に近隣の農地を売買した際と同じ

金額で、今回もその額に合わせたためとのことです。 

 続きまして、２番です。 

 所有権を移転する農地は、大仙市大曲西根○○○○○○○、地目が田、面積○○○○○平方メート

ルです。 

 所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

 所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

 売買価格は１０アール当たり○○○円、総額○○○○○○○○円です。 

 申請理由といたしまして、当該農地は、○○さんの耕作地から離れた場所にあり、耕作に不便を感

じておりました。そこで、近隣を耕作する○○○さんに相談したところ、話がまとまり、売買に至っ

たものです。 

 

 ２７ページ、５番をご覧ください。 

 所有権を移転する農地は、協和小種○○○○○○○、地目が田、面積が○○○平方メートル外、田

２筆、計３筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 所有権を移転する方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、８０歳です。 

 所有権の移転を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６６歳です。 

 売買価格は１０アール当たり約○○円、総額○○○○○○○円となっております。 

 申出理由といたしまして、○○○○さんは、農道特区による経営規模の縮小を考えており、圃場整

備から外れている未整備区画の農地を処分したいと考え、近隣に在住している親戚の○○○○さんに

相談したところ、○○さんがこれに応じたものです。 

 なお、売買価格が低い理由は、当該農地が水路の運路を設置しないと耕作ができない圃場のため、

価格については、その条件で構わないとの申出を受けたものです。 

 

 ４５ページ、４２番を説明いたします。 
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 利用権を設定する農地は、大仙市正手沢○○○○○○○、地目は田、面積が○○○○○平方メート

ル外、田３筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 新規の利用権設定です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、４７歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○さん、６８歳です。 

 設定期間は２年、賃借料は１０アール当たり米○○○俵です。 

 申請理由として、○○さんはもともと○○○○○でしたが、引っ越しをし、農地の耕作管理を近所

の方にお願いしておりました。しかし、その方から、もうできないと断られ、一さんに相談したとこ

ろ、ほかに地区で耕作できる方がいないのであればと応じてくれたものです。 

 賃借料が安くなっておりますが、山間で日当たりが悪く圃場要件がよくないため、前の耕作者と同

じ条件で、まずは２年間様子を見ると、双方合意したものです。 

 ７４ページ、８８番を説明します。 

 利用権を設定する農地は、下鶯野○○○○○○○、地目が畑、面積○○○平方メートル外、畑３筆、

計４筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 期間満了に伴う使用貸借権の更新です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○、○○○○さんです。 

 設定期間は５年です。 

 申出理由といたしまして、○○さんは父からの農地を相続しましたが、○○さんは自分で管理でき

ないため、草刈り等の保全管理を○○さんにお願いすることで、使用貸借とするものです。 

 

 ７８ページ、９２番をご覧ください。 

 利用権を設定する農地は、協和峰吉川○○○○○○○○、地目は田、面積が○○○平方メートル外、

田８筆、計９筆、合計面積は○○○○○平方メートルです。 

 新規の利用権設定です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○さん、８５歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、６１歳です。 

 契約期間は５年、賃貸料は総数米○俵です。 

 申出理由といたしまして、○○○○○さんが高齢により自ら耕作することが困難になってきたため、

付近を耕作している○○○○さんが引き受けたものです。 

 なお、１０アール当たり賃借料が低い理由は、当農地が耕作の不便な１町歩の圃場で、水利状況が

よくないため、進藤さんから、食べる分の米があればいいという申出があったものです。 

 続きまして、８０ページから８１ページ、９５番をご覧ください。 

 利用権を設定する農地は、協和峰吉川○○○○○○○、地目は田、面積が○○○○○平方メートル

外、田５筆、畑４筆、計９筆、合計面積○○○○○平方メートルです。 

 利用権設定の更新です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん外１名です。 

 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん、７５歳です。 

 契約期間は４年９か月、賃借料は総数米○俵です。 

 申出理由といたしまして、賃貸借契約の設定期間満了に伴う更新で、ほかの契約と周期を合わせる

ために４年９か月としたものです。 

 なお、１０アール当たり賃借料が低い理由は、当該農地が耕作の不便な小さな圃場が大半で、水利

状況も芳しくないため、前回と同じ賃借料で再契約といたしました 

 

 １０７ページ、１４４番から１２２ページ、１６７番までをご説明します。 

 １０７ページ、１４４番です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市四ツ屋○○○○○○○、地目が田、面積○○○平方メートル外、

田４筆、合計面積○○○○○○○平方メートルです。 

 農地中間管理機構を活用した新規の利用権設定です。 

 利用権を設定する方は、○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん外２７名です。 
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 利用権の設定を受ける方は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○さん外１３名。 

 総計２４件、田１２７筆、畑１４筆、合計面積○○○○○○○○平方メートルです。 

 １０アール当たり賃借料につきましては、田が使用貸借から○○○○○○○円、畑も使用貸借から

○○円と幅があります。これは圃場条件やこれまで賃貸借していた経緯などの理由が考えられます。 

 設定期間は、１０年に設定されている今の契約は、ほかの契約と周期を合わせるための期間設定と

なっています。 

 １１６ページ、１５７番から１５９番の１０アール当たり○○○○○円の案件についてご説明しま

す。 

 申請地の土川○○○地区は、高台で独立しており、耕作が不便な上、水利費の高い圃場です。所有

者３人は、自分では耕作する意思のない圃場であったので、使ってくれるなら使用貸借で十分だと話

合いがつき、耕作者の○○○○○○から気持ちで○○○○○円となりました。 

 なお、○○○○○○は、申請農地でネギを栽培する予定で、これからほかの契約者と契約でき次第、

面積を増やしていく計画です。 

 １２１ページ、１６４番、１６５番は、これまでの耕作者が亡くなったため、○○○○○○○○○

○○○○○○に貸し付けることで、耕作してもらえればよいという所有者からの申出で使用貸借契約

したものです。 

 ご説明しました以外の１件ごとの詳細につきましては、議案書をご確認いただきますようお願いい

たします。 

 

 私からは、その他の案件につきましてご説明いたします。 

 議案第４号、案件１番から９番及び１５番から１６７番までにつきましては、ただいま説明いたし

ました３１件のほかに、所有者移転が６件、賃貸権設定の新規３８件、更新８７件がございます。 

 今回の所有権移転における田の売買価格の内容につきましては、説明案件を除き、低い方では１０

アール当たり○○○円から○○○○○○○○円と幅がございます。これは地域の圃場の条件及び契約

者双方の意向並びに実情を踏まえた妥当な契約金額と推察しており、利用調整会議においてもご承認

いただいたものであります。 

 次に、田の賃貸権設定の１０アール当たりの賃借料の内容でありますが、説明案件を除き、低い方

では１０アール当たり○○○○○円、高い方では○○円となっております。圃場等の条件や契約者双

方の意向もあり、妥当な契約金額と推察しております。いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項の各要件を満たしているものと考えております。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 
 次に、議案第５号の「農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積について」を

議題とします。 
 

 議案第５号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積について 
   大仙市における農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積について検討を 
  求める 
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議 長 

 

参 与 

   令和４年３月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 事務局の説明を求めます。 
 

 

 それでは、私のほうから、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積についてご説明いたしま

す。 

 大仙市農業委員会では、農地法第３条に関連した、いわゆる別段の面積を市内全域において適用し

ております。そこで、最近の状況などを踏まえまして、別段の面積の見直し等をご協議していただき

たく、今回の案件とさせていただきました。 

 お配りしました資料、秋田県内の別段の面積を選定している市町村をご覧願います。 

 これは、ご覧のとおり別段の面積を設定している市町村の一覧ですが、ほとんどの市町村で「１０

アール以上の」という面積を設定しております。大仙市でも、平成２７年４月以降、市内全域におい

て「１０アール以上の」という面積を設定しております。また、資料の下のほうには、令和３年４月

から１１月までの別段の面積の適用件数が記載されております。 

 そして２ページ目には、昨年度の同様の時期の適用件数が記載されております。この適用件数につ

きましては、昨年度の同時期と比べまして９件増えております。今までのところ、別段の面積に関す

る苦情やトラブル等は特にございませんでした。 

 この別段の面積の基準につきましては、農地法第３０条の規定に基づき、毎年検討することとなっ

ております。 

 そこで、先日、役員会を開催しましてご協議していただいた結果、面積の変更は行わず、現行どお

り「１０アール以上とする」という役員会の案が決定されました。 

 本日の総会でこの役員会の案をご承認いただければ、現行どおり「１０アール以上」という基準を

継続していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議長  

 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案件について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、本案件は、原案のとおり決定しました。 
 

 次に、報告第１号の農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告に

ついて、事務局より報告願います。 
 
 報告第１号 農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告について 

   下記の者から、農地法第６条第１項の規定により書類提出があったので、これ 
  を報告する 
   令和４年３月９日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 

 
 事務局より報告を願います。 
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参 与 

 

 １２５ページをご覧ください。 

 記載の４法人からの報告がありました。 

 順に読み上げるところですが、総会時間の短縮のため、省略させていただきます。ご了承ください。 

 詳細につきましては、１２６ページから１３９ページをご覧ください。 

 結果、全ての法人が農地所有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

長澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、報告といたします。 

 
 次に、報告第２号の令和４年度大仙市農作業標準賃金・料金表についてを議題とし

ます。 
 

 報告第２号 令和４年度大仙市農作業標準賃金・料金表について 
   令和４年度大仙市農作業標準賃金・料金表について、大仙市農業委員会専門委 
  員会設置規程第７条に基づいて報告する 
   令和４年３月９日提出 

   大仙市農業委員会 農政専門委員会委員長 伊藤又エ門 
 
 本日、伊藤委員長が欠席のため、長澤副委員長より報告願います。 
 

 それでは、農政専門委員会より、令和４年度の農作業標準賃金・料金等についてご

報告いたします。 
 去る２月１６日に専門委員会を開催しまして、令和４年度の料金等について委員の

皆様からご意見を伺い、また、専門誌や美郷町など近隣市町村の料金を参考にしなが

ら協議いたしました。 
 結果として、この１４１ページに載せてあるとおりになると思います。 
 今回変更となった主な箇所は、次のとおりでございます。 
 まず初めに、去年まで苗代、もみ運搬、もみ乾燥、籾摺り調整、籾摺り調整の色彩

選別につきまして、１，０００円単位まで表示しておりましたけれども、全部繰上げ

１０円単位で表示することとしました。 
 また、全体としては、燃料価格の高騰という状況がある一方で、米の下落という状

況もございますので、協議した結果、令和３年度の金額で据え置くこととしました。 

 次に、消費税についてですが、今までは消費税抜き・消費税込みの２種類を掲示し

ておりましたが、４年度からは消費税込みの金額のみを表示することとしました。 
 次に、備考欄についてですが、区分のトラクターの細粒耕起、主に畑作改定ですけ

れども、時間がかかるということがありますので、別途相対で協議していただきたい

ということを追加しております。 
 また、区分の苗代について、最近、水苗等を結構やっている方が出てきております

けれども、まだ、何と言いますか、１０アール単位でやるか、苗箱数によるのか、ま

だ請求するくらいあまり広まっていないように情報がなかったので、これにつきまし

ても、相対で協議してもらいたいということを付け加えております。 
 それから、畦畔突きですけれども、これも圃場条件により別途相対で協議してもら

いたいということを追加しております。 
 今回決定しました内容につきましては、４月１日発行の農業委員会だより第２２号

及び市のホームページへ掲載する。事務局及び各分室窓口に料金表を備付け、広く市

民の方々へ周知する予定でございます。 
 以上、ご報告申し上げます。 
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議 長 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

渡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

参 与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、報告といたします。 
 
 次に、報告第３号の大仙市農業委員会農地賃借料情報についてを議題とします。 

 
 報告第３号 大仙市農業委員会農地賃借料情報について 
   大仙市農業委員会農地賃借料情報について、大仙市農業委員会専門委員会設置

規程第７条に基づいて報告する 

  令和４年３月９日提出 
  大仙市農業委員会 農地専門委員会委員長 渡敏雄 
 
 渡農地専門委員長より報告願います。 

 
 それでは、私のほうから報告いたします。 
 去る２月１６日、午後２時から、農地専門委員会を開催いたしました。 
 お手元の資料に表したとおりでございますが、委員会の中では、それぞれ様々な意

見が出されました。中でも、最低の金額、あるいは最高の金額、そういったものの数

字があまりにも低過ぎたり、あまりにも高過ぎたりといったものを、データどおりに

出してはいかがなものかといったことが、それぞれ議論をされました。 
 結果的には、あまり極端なところはやっぱり公のものに載せるべきではないかなと

いったことが皆さんの意見から集約されまして、こういった表になりました。 
 傍線に文章で書いてありますが、圃場の面積、形状、収量、日照、水利等の条件を

勘案し、貸手、借手の当事者間での協議の上、賃借料を決定する目安です。そして活

用してくださいというふうに、わざわざ傍線を引いて、総じて皆さんに分かりやすい

ようにということになりました。あくまでもこれは参考資料ですよといった意味合い

であります。 
 これらに決定しましたので、この情報については、４月１日発行の農業委員会だよ

り及び大仙市のホームページに掲載するほか、各分室に備えていきたいということで、

市民の方へ周知する予定でございます。 
 以上、報告といたします。 
 
 以上、報告といたします。 

 これで本日の案件は全て終了しました。 
 その他について、事務局のほうからありませんか。 
 
 私のほうから２つほどご説明がございます。 

 まず、令和４年度の総会関連の日程についてですが、令和４年度はお配りしました

「令和４年度大仙市農業委員会総会関連日程（予定）」に記載されているとおりの日

程で実施していく予定でございます。変更等があれば、その都度お知らせしますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

 続いて、米の精算費についてですが、先日の総会で、米の精算費はどれくらいなの

か、そしてまた、経営規模を拡大した場合とそうでない場合とでは、精算費にどれく

らいの差が生じるのかなどのご質問をいただきました。 
 そこで、東北農政局に昨年度の都道府県別の精算費を問い合わせてみましたところ、

ホームページ等で一般公開されるのは４月以降になりそうですとのことでした。また、

農協などに問い合わせてみましたところ、精算費を比較するような資料は特に作成し

ておりませんとのことでした。 
 資料不足のため本日開示をすることはできませんが、今後、継続調査してきたいと

思っておりますので、どうかご了解願います。 
 私のほうからは以上です。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

足達委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すみません、私のほうからも１点お願いします。 
 例年３月３０日の人事案件総会終了後、農業委員会の歓送迎会を開催しておりまし

た。秋田県内の新型コロナウイルス感染者の高止まりと大仙市保健所管内の方でも多

数の感染者が出ている状況、さらには市の職員のほうも感染が判明しているという現

状を鑑みまして、感染防止の観点から、歓送迎会は昨年に引き続き中止とすることと

いたしましたので、何とぞよろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 

 
 委員の皆さんから何かありませんか。 
 足達委員。 
 

 ２２番、足達です。 
 私いつも発言して申し訳ない。皆さん、帰る始末しておるようですけれども。 
 実は、昨日の中仙地区の農業委員と推進委員の初めての意見交換といいますか、会

合を開きました。それで中身についていろいろざっくばらんに発言いただいて、中に

は、ぜひ総会の皆さんにお話しして認定してもらったほうがいいんではないかなとい

う案件も出ました。 
 初めての会議でしたので、私のほうからご報告というか、させていただきたいと思

います。 

 いろいろ前回の総会のときにも玉井委員のほうからも申出ありましたけれども、中

にはやはり小作料が高過ぎるというようなこと。精算費、それから米の価格の下落と

か、それから担い手なり、そういうのを考えると、もう少し絞られないかなというよ

うな話が出たようです。 

 それから、やっぱり担い手が少なくなってきていると。これは皆さん承知のことで

すけれども、今受けている田んぼの人方の、これ１０年すれば何となるかというよう

な話で、担い手も確保しなければならないという話がありました。 
 これは人・農地プランで検討してやられていることですけれども、なかなか一概に

できないというようなこと。それから日々の活動の中で、おやじさんが亡くなって田

んぼ、そこの家大変だろうから何とだという声がけをしたら、お前たちしゃべるのか

とか言われて、非常に気まずい思いをしたというようなこともありました。 
 それから、いろいろ３区からも話が出て、農業委員は何やっているのか、何もやっ

ていないんでないかという話も言われたと。ほかにはそう思っている人がいっぱいい

るかもしれないというようなことの発言もありました。 
 それから昨日は、前回総会で会長の挨拶の中で、田んぼを５年に１回水田に戻さな

ければ駄目だというようなことを国から検討されているということで議論ありました

けれども、その内容についても、情報不足の中での話合いでしたけれども、やっぱり

５年のうちに１回田んぼに戻すという、できるかと、ましてや国の施策に沿って大団

地、大量に団地作ったところを田んぼに戻せるかと。それから、これは中仙の問題、

メガ団地ありますけれども、全県的な話ですけれども、メガ団地やっています。そう

いうものを、地域活性化奨励金、交付金が出なくなるというような話で、これは死活

問題です。何とかしなければならないなということで、少ない情報の中で発言された

人は、５年かけて本当に田んぼにできるかどうか、これは国の調査が始まるというよ

うな話でした。それで、５年猶予あるから５年先にはそうなるかもしれないというよ

うな実態でした。 
 それで、ぜひ、昨日集まったときには、死活問題だと。団地大きく頑張ってやって

いるところが田んぼに戻せとは何事だというような話になりました。 
 我々秋田県民は、誰か発言するから、まず自分たちはいい。そういうのでなくて、

ここ大仙市、大きな面積を抱えています。ぜひ総会なり、農業委員の皆さんの賛同を

得て、今国が考えている活性化交付金の見直しなり、実態とか、そういうのもぜひ大

仙市農業委員会として、上部の機関に意思表示をしたほうがいいんではないかなと思
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。 
 内容はまだ十分な情報が入っていないですけれども、農業委員会事務局のほうでも、

そういう情報を集めて我々に提供していただいて、ぜひ大仙市農業委員会として、皆

さんの賛同を得て意思表示したほうが、やめてくれということの、組織決定なりをし

たほうがいいんではないかなと思います。 
 まだまだ他の農業委員会でも、ほかの地区の農業委員会でも、これから動き出すと

思います。 

 ぜひそれにも賛同していただければなという昨日の内容でした。何とかこの後の協

議の参考にしていただければと。 
 以上です。 
 

 ただいまのご意見に対しまして、ちょっとこういう情報になるかどうかですけれど

も、いずれ大仙市農業委員会としましても、この委員会で皆さんに知っていただくと

いうことに対しましては、これは大変なことだなということで、いろいろ情報を集め

るような形にはしております。 

 市の農政担当のほうにも一応確認しまして、今後いずれこのままにはしておけない

ということで、何らかの動きをするということも確認しておりますし、いずれにしま

しても、大仙市農業委員会として何か意見を協議するとか、市と一緒になってやると

か、あとその他の関係の機関と合わせてやるとか、一応やり方はいろいろあります。

そういうところを含めまして、今後役員会等も開きまして、その中でまたご協議いた

だいて、そしてその案を今度総会のほうでお諮りし、それによって一緒になって行動

していくというような方向性でいきたいなと考えております。 
 ですから、農業会議のほうに上げるとか、市と一緒になって陳情活動をするという

ような形も考えられますけれども、役員会のほうに一度お諮りしたいと考えておりま

すので、なにとぞよろしくお願いいたします。 
 
 それでは、大変貴重な足達委員のご意見でした。 

 もう一つ付け加えたいのは、役員会は前回と、今局長おっしゃいましたけれども、

実は３１日も中止になったわけなんですが、役員会というものの構成メンバーは、各

地域からの１名ずつです。いわゆる８地域からの１名ずつなわけです。ですから、役

員会に持ってくる意見、そしていろんな議論を戦わせる意見を持ってくるからには、

その役員たる方々の地域の話合いがなされているというようなことが肝心なことであ

ります。 
 私ども大曲地区ですけれども、しょっちゅう会っています。ですけれども、どうか

皆様方も各地域ごとにこういった農業委員会のちょっと前には、皆さんらのそれぞれ

の問題を、みんな地域の事情が違うんですから、そういったことをみんな持ち寄って、

そういった中で委員会に持ってきてもらえればなと。そして、正々堂々と、あるいは

屈託なく意見を交わそうじゃないかというふうに思います。 
 あまり期待しなくてもいいと思いますけれども、どうか各地区の皆さん、よろしく

お願いします。 
 
 きのう畜産のほうの市場があったわけですけれども、農業委員の人方、全県各地何

人か来てそういうふうに来たわけですけれども、やっぱりうちのことより転作のほう

をいろいろ取り沙汰されまして、牧草というのは１年、２年でよくならない。５年も

なってよくなったとき、水を入れて田にしろと言っても、県北の山の中の中山間地で、

山中の荒れたところの牧草に水を入れて田にしろとは何事だという話もありました。 
 それで、ちょっと農業会議のほうに電話して話しをしたら、新聞等には転作のこと

は出されているけれども、県のほうからも農政局のほうからも農業会議にも出す内容

は何も来ていないということで、要請するにしてもこれはちょっと難しい面もあると

いうことで、３月中にもいろんな情報を収集して、農業会議としても二田会長名で出
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すかどうかということを検討して、新年度には出したいというような方向で行きます

ような話でした。 
 やっぱり大仙市は大仙市、農業会議は農業会議となるかもしれませんけれども、ど

うかよろしくお願いしたいと思います。 
 
 ほかにありませんか。 
 田村委員。 

 
 座って質問させていただきたいと思います。ちょっと長くなりますから。 
 １つ質問させていただきたいと思います。 
 言いたいことはいっぱいあるんですけれども、まずは先ほどの話、地区で話をして

持ってくるという話も非常にいいことなので、ぜひ各地区でやるというふうに指導し

ていただければと思います。 
 地区の農家との話合いも足りないというふうに思ってますので、我々も地区の中で

は分からない活動もあります。だからその地区の農家等の活動も聞くことも今後必要

だろうと思います。 
 それで、１０アール当たりの、また同じような質問をします。経費がどのくらいか

かっているかということで、私、２か月前に言ったんですけれども、数年前にも同じ

質問をしています。同じ質問をしても、その場で何か終わってしまうんです。次につ

ながらないという。だから、つなぐためにはどうするかということ。ただの言いっ放

しで、点にすぎないんですよ。だから忘れ去られてしまう。だから、次につながるた

めには、点でなく線にしなければいけない。棒グラフでもいいし、折れ線グラフでも

いいので、次につながるような統計の取り方とかは必要でないですか。人・農地プラ

ンも踏まえた各地区の集積率出していただいたんですけれども、やっぱり毎年のよう

にそれをちゃんと見て、棒グラフでも線グラフでもいいので、ちゃんと次につなげて

ほしいという。５０％のものは６０％、７０％とか８０％にするというふうにして、

我々の仕事は農地の異動なので、その結果、こうなったよというのをちゃんと毎年の

ように調べるという、必要でないかなと思います。 
 それで、１０アール当たりの経費なんですけれども、戸数等わからなくても、去年

の分分からなくても、おととしのとかはあると思うんですけれども、おととしのを調

べてもらえばよかったというふうに思います。 

 それで、あのときも質問したんですけれども、経費かかって１万円しかかからない

んで、どう思いますかと言ったんですけれども、農薬とか肥料代はこんなにかからな

いとか、そういう質問をしているんじゃなくて、米価が１万円のときに１万３，００

０円かかっている経費です。だだ、農業委員会で今、どういうふうにしなければいけ

ないんですかと思っているんですかという質問なんですよ、私の質問は。 
 だから、そこで土地の移動している会なので、面積なんか２町歩の人がどのぐらい

いるとか、こういうことになったら、５町歩のものがどのくらい増えたとか、その時

期に増えることによって、経費がどのくらい下がるとか、そういうふうな統計の取り

方が必要でないんですかと、そういうふうに思うんです。だから、点でなくて線にし

て、ちゃんと持っていくという。 
 恐らく１万３，０００円かかっているけれども、全体で１万３，０００円ですから、

だから面積が少ない人は１万４，０００円かかっているし、恐らく条件不利地は１万

５，０００円もかかっているんですと。今度、地番整理して、要は集積できるものは

１万円とか１万１，０００円ぐらいで多分収まっているんですけれども、それを見る

ことによって、地番整理を進めて、集積をどんどんしなきゃいけないんだろうなとい

う面もそこで分かるじゃないですか。やっぱりそういうふうな統計の取り方をしてほ

しいということです。 
 だから、１回、７、８年前、これしゃべったのを、そこで消されてしまったという

ことですね。継続性が全然ないということ。その辺あたりをお願いしたいというふう
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に思います。 
 だからこそ、そういうふうな統計を取るには、農林振興課と一緒に話をして、情報

を共有してやったらいいんです。どうですかという意見です。３年ぐらい前に言った

ことなんです。今後、もうやらないということではしようがないけれども。 
 だから、今後もしやらないんであれば、次に何をしなければいけないというふうに

なったら、あとは地区の農家との話合いとかをやっぱりやらならないと、虫食い状態

になるんじゃないですか。今までの状況から見ると、どこかの農地があって、そこを

やる人を探すと。あまりいっぱいいろんな人に話しかけると壊れてしまうんで、一本

釣りする形でずっとやってきたんですけれども、もうそういうふうにしてやってしま

えば、虫食いの状態になるので、やっぱりみんなで共有しながら、この地区のところ

はこの人にやって、すみ分けしていかなければいけないというふうに思います。 

 そうじゃないと、土地の集積、集約ができないじゃないですかということです。 
 そういうことなので、よろしくお願いしたいと思います。 
 あと、標準作業料金と、それから賃貸借料金の話なんですが、相談して決まったの

に、いろんな意見等でひっくり返すのかと言われてしまんですが、そうじゃなくて、

決まったことは決まったものなので、それはそれでみんなで協議したことなので、そ

れをやっぱり遵守するべきですけれども、意見を言うということは、まだ１年後のこ

とについて意見を言わせていただければ、作業料金ですね、３０年前とほとんど変わ

ってなくて、うちのほうは苗作っているんですけれども、とてもではないけれども、

この金額ではやれないと思っています。本当のこと言うと、農協も撤退しています。

３０円で運べって言ったって無理な話です。もう撤退します。農協撤退するというこ

とはどういうことかというと、間に合わないから撤退するんですよ、本当は。 
 だから、それは小難しいところは載せなくていいんじゃないかなというふうに、私

は本当は思うんですけれども、苗で商売している人はほとんどいないでしょうから。

そういう見直しも私は必要じゃないかなと。それよりも、放牧農家の作業料金という

のをつけるほうが今の時代に合っていると思いますけど。 
 それで、米価が下がったからといって作業料金上げられないという、そういうのは、

それこそ米価と全く関係ないことで、作業料金というのは。機械代もかかるし、油代

もかかるし、人件費もかかっている。米が下がったからといって、作業料金を半分に

するわけじゃない。かかった経費があって、それのマイナスにならないぐらいのちゃ

んとした単価にして出さないとやっていけないんじゃないですか、残っている人とい

うふうに思うんですよ、いつも。 
 やはり今一番大事なのはじゃ何かと言ったら、やっぱり担い手育成だと思っている

ので、賃貸借も、それから作業料金も担い手育成ができるような各地域というか、設

定をしなければいけないんじゃないですかというのが、ずっと前から何年も前から言

ってることなので、今決まったことについては、それは何もないですけれども、ただ、

今年肥料をいろんなものを買ったりする中で、秋になったらまた考えることが必要だ

と思います。 
 以上です。 

 
 ただいまのご意見に対しましては、今回についてはもう決まった段階なので、来年

度に向けまして検討課題とさせていただきたいというふうに思います。 
 

 ほかにありませんか。 
（なしの声） 
 
 ないようですので以上をもちまして、第２２回大仙市農業委員会総会を閉会します。 

 本日はご苦労さんでした。 
 

                                              （午前１１時２８分 閉会）  


